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／
ヘ

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

告

示

○
平
成
二
十
年
九
月
償
還
分
抽
せ
ん
銘

柄
等
の
告
示

（
財

政

課
）

一

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変

更
に
係
る
公
告

（
南
西
部
振
興
）

一

○

〃

（
東
部
振
興
）

二

○

〃

（
県
央
振
興
）

二

○

〃

（
川
越
比
企
振
興
東
松
山
事
務
所
）

二

○

〃

（
北
部
振
興
）

三

○
坂
戸
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変

更

（
み
ど
り
再
生
推
進
室
）

三

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
に
関
す
る

公
示

（
商
業
支
援
課
）

三

○

〃

（

〃

）

四

○
加
須
都
市
計
画
用
途
地
域
の
変
更

（
都
市
計
画
課
）

四

○
毛
呂
山
・
越
生
都
市
計
画
用
途
地
域

の
変
更

（

〃

）

四

○
毛
呂
山
・
越
生
都
市
計
画
道
路
の
変

更

（

〃

）

四

○
行
田
都
市
計
画
道
路
の
変
更

（

〃

）

四

○
都
市
計
画
区
域
の
う
ち
用
途
地
域
の

指
定
の
な
い
区
域
の
面
積
の
変
更

（
建
築
指
導
課
）

五

○

〃

（

〃

）

五

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
公

告

（

〃

）

五

○
県
道
熊
谷
小
川
秩
父
線
の
供
用
の
開

始

（
秩
父
県
土
）

五

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
公

告

（
杉
戸
県
土
）

五

○
公
職
選
挙
法
に
基
づ
く
選
挙
運
動
に

関
す
る
収
支
報
告
書
要
旨
の
公
表

（
選

管

委
）

六

正

誤

○
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
十
二

号
中
訂
正

（
教
委
・
総
務
課
）

九

埼玉県発行

埼
玉
県
告
示
第
九
百
四
十
七
号

埼
玉
県
公
債
の
平
成
二
十
年
九
月
の
定
時
償
還
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
抽
せ
ん
す
る
。

平
成
二
十
年
七
月
十
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

銘
柄
、
償
還
期
日
及
び
償
還
額

二

抽
せ
ん
日
時

平
成
二
十
年
七
月
十
六
日

三

抽
せ
ん
場
所

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号

（
株
）
埼
玉
り
そ
な
銀
行
県
庁
支
店

四

抽
せ
ん
方
法

せ
ん
札
抽
せ
ん

埼
玉
県
告
示
第
九
百
四
十
八
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律

第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

定
款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定

非
営
利
活
動
法
人
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書

が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
す
る
。

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
並

び
に
当
該
定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年

度
及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支

予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県

民
生
活
部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
南

西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く

方
法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方

法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

（http
://w

w
w
.saitam

aken-npo.net/

））に

よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。
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平
成
二
十
年
七
月
十
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
暮
ら
し
ネ
ッ
ト
・

え
ん

三

代
表
者
の
氏
名

小
島

美
里

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

埼
玉
県
新
座
市
石
神
二
丁
目
一
番
四
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
会
は
、
高
齢
者
・
障
が
い
者
の
支
援

事
業
、
調
査
活
動
、
学
習
会
、
文
化
活
動
等

の
活
動
を
通
じ
て
、
高
齢
に
な
っ
て
も
、
障

が
い
が
あ
っ
て
も
、
お
と
な
も
、
子
ど
も
も

共
に
生
き
る
地
域
社
会
を
つ
く
る
こ
と
を
目

的
と
し
ま
す
。

埼
玉
県
告
示
第
九
百
四
十
九
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律

第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

定
款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定

非
営
利
活
動
法
人
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書

が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
す
る
。

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
並

び
に
当
該
定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年

度
及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支

予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県

民
生
活
部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
東

部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方

法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法

（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http

:
//w
w
w
.saitam

aken-npo.net/

））に
よ
り
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
七
月
十
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
年
七
月
二
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
障
害
者
若
草
ク
ラ

ブ
三

代
表
者
の
氏
名

濱
本

親
男

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

埼
玉
県
八
潮
市
八
潮
六
丁
目
六
―
一
田
村

ハ
イ
ツ
二
〇
五

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

（
変
更
前
）
こ
の
法
人
は
、
障
害
者
に
対

し
自
立
と
社
会
参
加
の
支
援
を
行
い
、
福
祉

に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
変
更
後
）
こ
の
法
人
は
、
障
害
者
高
齢

者
等
に
対
し
自
立
と
社
会
参
加
の
支
援
を
行

い
、福
祉
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

埼
玉
県
告
示
第
九
百
五
十
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律

第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

定
款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定

非
営
利
活
動
法
人
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書

が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
す
る
。

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
並

び
に
当
該
定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年

度
及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支

予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県

民
生
活
部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
県

央
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方

法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法

（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http

:
//w
w
w
.saitam

aken-npo.net/

））に
よ
り
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
七
月
十
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
エ
リ
ア
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
北
鴻
巣

三

代
表
者
の
氏
名

木
村

忠
彦

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

埼
玉
県
鴻
巣
市
箕
田
五
一
七
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
ま
ち
な
み
景
観
の
維
持
管

理
・
運
営
を
通
し
て
、
持
続
可
能
な
ま
ち
づ

く
り
、
地
域
の
文
化
芸
術
の
振
興
・
ま
ち
な

み
環
境
の
保
全
・
地
域
の
安
全
・
地
域
経
済

の
発
展
を
促
し
、
周
辺
地
域
も
含
め
た
地
域

全
体
の
永
続
的
な
発
展
に
寄
与
す
る
事
を
目

的
と
す
る
。

埼
玉
県
告
示
第
九
百
五
十
一
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律

第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

定
款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定

非
営
利
活
動
法
人
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書

が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
す
る
。

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
並

び
に
当
該
定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年

度
及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支

予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県

民
生
活
部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
川

越
比
企
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
東
松
山
事
務
所
に

お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
（http

://w
w
w
.saitam

aken-
npo.net/

））に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
七
月
十
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
は
ぁ
と
び
ぃ
と

三

代
表
者
の
氏
名

田
母
神

由
美

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

埼
玉
県
比
企
郡
と
き
が
わ
町
大
字
別
所
字

悪
戸
四
三
番
地
六

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

－２－

第����号平成��年�月��日（火曜日）
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（
変
更
前
）
こ
の
法
人
は
高
齢
者
、
障
害

者
の
方
に
対
し
、
居
宅
介
護
事
業
を
行
い
、

地
域
社
会
福
祉
事
業
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。

２

こ
の
法
人
は
心
身
障
害
者
（
児
）、

中
高
齢
者
、
青
少
年
を
は
じ
め
と
す
る
国
民

各
層
の
健
全
か
つ
明
る
く
豊
か
な
生
活
を
支

援
す
る
た
め
、
精
神
・
身
体
面
の
向
上
に
向

け
て
、
ス
ポ
ー
ツ
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を

推
奨
し
て
い
く
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
変
更
後
）
こ
の
法
人
は
高
齢
者
、
障
害

者
の
方
に
対
し
、
居
宅
介
護
事
業
、
通
所
介

護
事
業
、
移
送
事
業
を
行
い
、
地
域
社
会
福

祉
事
業
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。

２

こ
の
法
人
は
心
身
障
害
者
（
児
）、

中
高
齢
者
、
青
少
年
を
は
じ
め
と
す
る
国
民

各
層
の
健
全
か
つ
明
る
く
豊
か
な
生
活
を
支

援
す
る
た
め
、
精
神
・
身
体
面
の
向
上
に
向

け
て
、
ス
ポ
ー
ツ
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を

推
奨
し
て
い
く
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

埼
玉
県
告
示
第
九
百
五
十
二
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律

第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

定
款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定

非
営
利
活
動
法
人
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書

が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
す
る
。

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
並

び
に
当
該
定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年

度
及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支

予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県

民
生
活
部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
北

部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方

法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法

（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http

:
//w
w
w
.saitam

aken-npo.net/

））に
よ
り
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
七
月
十
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
年
七
月
七
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｉ
Ｆ
Ｅ

三

代
表
者
の
氏
名

山
道

昌
幸

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

埼
玉
県
深
谷
市
大
字
�
引
百
六
番
地
七

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
日
本
と
そ
の
他
の
ア
ジ
ア

諸
国
、
ア
フ
リ
カ
諸
国
と
の
間
の
教
育
・
文

化
・
技
術
・
医
療
の
協
力
提
携
、
並
び
に
日

本
と
ア
ジ
ア
、
ア
フ
リ
カ
諸
国
と
の
相
互
理

解
の
推
進
に
寄
与
す
る
事
を
目
的
と
す
る
。

埼
玉
県
告
示
第
九
百
五
十
三
号

坂
戸
市
か
ら
坂
戸
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区

の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た

の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第

百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当

該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
再
生

推
進
室
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
七
月
十
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
告
示
第
九
百
五
十
四
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
七
月
十
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

届
出
の
概
要
等

イ

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

川
越
的
場
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

川
越
市
大
字
的
場
字
五
畑
八
百
十
一
の
二

ロ

変
更
の
概
要

店
舗
面
積
の
合
計

（
変
更
前
）
千
六
百
五
十
六
平
方
メ
ー
ト
ル

（
変
更
後
）
千
九
百
六
十
平
方
メ
ー
ト
ル

ハ

変
更
年
月
日

平
成
二
十
一
年
三
月
一
日

ニ

届
出
年
月
日

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日

二

縦
覧
期
間

平
成
二
十
年
七
月
十
五
日
か
ら
平
成
二
十
年
十
一
月
十
七
日
ま
で

三

縦
覧
場
所

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
支
援
課

埼
玉
県
川
越
比
企
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー

四

意
見
書
の
提
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

－３－

第����号平成��年�月��日（火曜日）
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イ

意
見
書
提
出
期
間

平
成
二
十
年
七
月
十
五
日
か
ら
平
成
二
十
年
十
一
月
十
七
日
ま
で

ロ

意
見
書
提
出
先

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
支
援
課

埼
玉
県
告
示
第
九
百
五
十
五
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
七
月
十
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

届
出
の
概
要
等

イ

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

コ
ジ
マ
Ｎ
Ｅ
Ｗ
新
座
店

新
座
市
野
火
止
六
丁
目
一
番
十
二
号

ロ

変
更
の
概
要

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

（
変
更
前
）
位
置

図
面
省
略

一
二
七
台

（
変
更
後
）
位
置

図
面
省
略

一
二
七
台

駐
車
場
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置

（
変
更
前
）
位
置

図
面
省
略

三
箇
所

（
変
更
後
）
位
置

図
面
省
略

三
箇
所

ハ

変
更
年
月
日

平
成
二
十
一
年
三
月
三
日

ニ

届
出
年
月
日

平
成
二
十
年
七
月
二
日

二

縦
覧
期
間

平
成
二
十
年
七
月
十
五
日
か
ら
平
成
二
十
年
十
一
月
十
七
日
ま
で

三

縦
覧
場
所

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
支
援
課

埼
玉
県
南
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー

四

意
見
書
の
提
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

イ

意
見
書
提
出
期
間

平
成
二
十
年
七
月
十
五
日
か
ら
平
成
二
十
年
十
一
月
十
七
日
ま
で

ロ

意
見
書
提
出
先

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
支
援
課

埼
玉
県
告
示
第
九
百
五
十
六
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
加
須

都
市
計
画
用
途
地
域
を
変
更
し
た
。

な
お
、
当
該
変
更
に
係
る
図
書
を
埼
玉
県
都

市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
二
十
年
七
月
十
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
告
示
第
九
百
五
十
七
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
毛
呂

山
・
越
生
都
市
計
画
用
途
地
域
を
変
更
し
た
。

な
お
、
当
該
変
更
に
係
る
図
書
を
埼
玉
県
都

市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
二
十
年
七
月
十
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
告
示
第
九
百
五
十
八
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
毛
呂

山
・
越
生
都
市
計
画
道
路
を
変
更
し
た
。

な
お
、
当
該
変
更
に
係
る
図
書
を
埼
玉
県
都

市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
二
十
年
七
月
十
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
告
示
第
九
百
五
十
九
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
行
田

都
市
計
画
道
路
を
変
更
し
た
。

な
お
、
当
該
変
更
に
係
る
図
書
を
埼
玉
県
都

市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。

－４－

第����号平成��年�月��日（火曜日）
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埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
三
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
年
七
月
十
五
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
七
月
十
五
日

埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
長

須

加

和

隆

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
七
十

五
号都

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
七
月
十
五
日

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長

平

井

順

一

一

許
可
番
号

平
成
二
十
年
一
月
十
八
日

指
令
杉
整
第
一
九
〇
二
一
〇
〇
号

平
成
二
十
年
七
月
十
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
告
示
第
九
百
六
十
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百

一
号
）
第
五
十
二
条
第
一
項
第
六
号
、
同
条
第

二
項
第
三
号
、
第
五
十
三
条
第
一
項
第
六
号
、

第
五
十
六
条
第
一
項
第
二
号
ニ
及
び
別
表
第
三

（に）
欄
五
の
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
区
域

の
う
ち
用
途
地
域
の
指
定
の
な
い
区
域
の
面
積

を
変
更
す
る
。

な
お
、
当
該
変
更
に
係
る
図
書
を
埼
玉
県
都

市
整
備
部
建
築
指
導
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
二
十
年
七
月
十
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

変
更
に
係
る
区
域

加
須
市
の
区
域
内
の
都
市
計
画
区
域
の
う
ち

用
途
地
域
の
指
定
の
な
い
区
域

埼
玉
県
告
示
第
九
百
六
十
一
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百

一
号
）
第
五
十
二
条
第
一
項
第
六
号
、
同
条
第

二
項
第
三
号
、
第
五
十
三
条
第
一
項
第
六
号
、

第
五
十
六
条
第
一
項
第
二
号
ニ
及
び
別
表
第
三

（に）
欄
五
の
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
区
域

の
う
ち
用
途
地
域
の
指
定
の
な
い
区
域
の
面
積

を
変
更
す
る
。

な
お
、
当
該
変
更
に
係
る
図
書
を
埼
玉
県
都

市
整
備
部
建
築
指
導
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
二
十
年
七
月
十
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

変
更
に
係
る
区
域

比
企
郡
鳩
山
町
の
区
域
内
の
都
市
計
画
区
域

の
う
ち
用
途
地
域
の
指
定
の
な
い
区
域

埼
玉
県
告
示
第
九
百
六
十
二
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
七
月
十
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

許
可
番
号

平
成
二
十
年
六
月
四
日

指
令
本
整
第
二
―
一
七
〇
〇
一
〇
三
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
二
十
年
七
月
十
日
第
二
十
三
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

児
玉
郡
上
里
町
大
字
金
久
保
字
蓮
山
三
五

九
―
一
、
字
周
山
三
九
四
―
一
、
四
五
五
、

字
中
道
四
六
〇
―
一
、
字
大
塚
五
五
九
―

一
、
五
六
〇
、
五
六
一
、
五
六
二
―
一
、
五

七
三
、
字
狐
塚
五
八
三
―
一
、
六
二
三
、
字

向
ヶ
山
六
三
九
―
一
、
六
四
三
―
一
、
六
五

五
―
一

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五
番
地
一

イ
オ
ン
株
式
会
社

代
表
執
行
役

岡
田

元
也

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

備

考

熊
谷
小
川
秩
父
線

秩
父
郡
横
瀬
町
大
字
横
瀬
字
姿
四
二
六
八
番
四
地
先
か
ら
秩
父
市
熊
木

町
六
一
七
二
番
五
地
先
ま
で

平
成
二
十
年
七
月
十
五
日

午
前
十
時

平
成
二
十
年
四
月
八
日
付
け
埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第

二
十
四
号
で
告
示
し
た
区
域
の
供
用

延
長
一
三
六
・
九
〇
メ
ー
ト
ル

－５－

第����号平成��年�月��日（火曜日）
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二

検
査
済
証
番
号

平
成
二
十
年
七
月
七
日

杉
整
第
五
〇
八
―
一
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

北
�
飾
郡
杉
戸
町
大
字
杉
戸
字
与
左
ェ
門

二
六
四
五
―
四
、
―
五

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

北
�
飾
郡
杉
戸
町
大
字
杉
戸
二
六
四
五
番

地
五

伊
藤

政
一

埼
玉
県
選
管
告
示
第
八
十
二
号

平
成
二
十
年
四
月
二
十
七
日
執
行
の
埼
玉
県
議
会
議
員
再
選
挙
（
西
第
五
区
）
に
つ
き
、
公
職

選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
八
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
候

補
者
の
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
支
報
告
書
の
要
旨
を
、
同
法
第
百
九
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
年
七
月
十
五
日

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

加

藤

憲

収
入
主
た
る
寄
附

（
氏
名
・
団
体
名
）

（
職

業
）

（
寄
附
額
）

埼
玉
県
商
工
政
治
連
盟

２０
，０００
円

深
井

明
埼
玉
県
議
会
議
員

５０
，０００
円

塩
野
芳
雄

会
社

員
３０
，０００
円

山
田
恒
雄

無
職

３０
，０００
円

小
島

昇
農

業
３０
，０００
円

矢
島
慶
一

〃
３０
，０００
円

中
野
末
光

無
職

３０
，０００
円

白
石
一
男

農
業

２０
，０００
円

金
子
春
男

〃
２０
，０００
円

戸
口
勝
正

商
業

２０
，０００
円

小
島
敏
男

衆
議
院
議
員

２０
，０００
円

支
出
人

件
費

６２３
，８００
円

家
屋

費
１
，０２３
，９７２
円

選
挙
事
務
所
費

１
，０２１
，１７２
円

集
合
会
場
費

２
，８００
円

通
信

費
２７０
，５４０
円

交
通

費
４００
円

印
刷

費
９８０
，９１０
円

広
告

費
１
，２７４
，８４３
円

文
具

費
１０
，３３６
円

食
糧

費
３９１
，０９６
円

休
泊

費
０
円

雑
費

６４０
，８６５
円

候
補

者
氏

名
中

野
英

幸
所

属
党

派
自

由
民

主
党

出
納
責
任
者
氏
名

堀
江

春
彦

４
月
１１
日
か
ら

期
間

第
１
回
分

５
月
８
日
ま
で

公
職
の
候
補
者
の
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
支
報
告
書
要
旨

１
選
挙
の
種
類
平
成
２０
年
４
月
２７
日
執
行
埼
玉
県
議
会
議
員
再
選
挙
（
西
第
五
区
）

２
公
職
選
挙
法
の
規
定
に
よ
る
選
挙
運
動
に
関
す
る
支
出
金
額
の
制
限
額
（
法
定
選
挙
運
動
費
用
額
）

７
，７１０
，７００
円

３
報
告
書
の
要
旨

－６－

第����号平成��年�月��日（火曜日）



瀬
山

亮
会

社
員

１００
，０００
円

川
田
照
男

〃
１００
，０００
円

柴
山
昌
彦

衆
議
院
議
員

５０
，０００
円

星
野
昌
弘

神
職

３０
，０００
円

村
岡
敏
弘

会
社

員
３０
，０００
円

星
野
光
弘

富
士
見
市
議
会
議
員

３０
，０００
円

松
前

學
会

社
員

２０
，０００
円

大
野
松
茂

衆
議
院
議
員

２０
，０００
円

杉
田
憲
康

会
社

員
５０
，０００
円

星
野
信
吾

富
士
見
市
議
会
議
員

２０
，０００
円

永
富
敬
士

商
業

５０
，０００
円

蓮
実

久
会

社
員

３０
，０００
円

塚
本
昭
次

商
業

１００
，０００
円

関
博
美

会
社

員
３０
，０００
円

市
川
一
雄

〃
２０
，０００
円

土
屋
今
朝
夫

商
業

２０
，０００
円

福
島
啓
充

弁
護

士
５０
，０００
円

英
幸

会
４１５
，０００
円

岸
沢
七
郎

会
社

員
５３
，６００
円

そ
の
他
の
寄
附

１２６
件
１
，１９３
，０００
円

そ
の
他
の
収
入

１
，８１７
，２０２
円

今
回

計
４
，５２８
，８０２
円

総
計

４
，５２８
，８０２
円

収
入
主
た
る
寄
附

今
回

計
５
，２１６
，７６２
円

総
計

５
，２１６
，７６２
円

支
出
人

件
費

１３５
，０００
円

第
１

回
分

平
成

２０
年

５
月

９
日

報
告

書
受

理
年

月
日

候
補

者
氏

名
八

木
昭

次
所

属
党

派
民

主
党

出
納
責
任
者
氏
名

有
本

和
雄

４
月
１０
日
か
ら

期
間

第
１
回
分

５
月
７
日
ま
で

－７－

第����号平成��年�月��日（火曜日）



（
氏
名
・
団
体
名
）

（
職

業
）

（
寄
附
額
）

民
主
党
埼
玉
県
参
議
院
選
挙
区
第
４
総
支
部

３０
，０００
円

細
川
律
夫
後
援
会

２０
，０００
円

民
主
党

５００
，０００
円

民
主
党
埼
玉
県
参
議
院
選
挙
区
第
３
総
支
部

４０
，０００
円

八
木
昭
次
後
援
会

５３０
，０００
円

そ
の
他
の
寄
附

１７
件
１６５
，０００
円

そ
の
他
の
収
入

３４
，７４１
円

今
回

計
１
，３１９
，７４１
円

総
計

１
，３１９
，７４１
円

収
入
主
た
る
寄
附

（
氏
名
・
団
体
名
）

（
職

業
）

（
寄
附
額
）

岸
川

暁
無

職
７２
，０００
円

西
原
暁
子

〃
４０
，０００
円

浅
野

径
パ

ー
ト

４０
，０００
円

鈴
木
誠
子

〃
４０
，０００
円

そ
の
他
の
収
入

４１９
，４６３
円

家
屋

費
１４４
，２３８
円

選
挙
事
務
所
費

１４４
，２３８
円

集
合
会
場
費

０
円

通
信

費
３
，９３０
円

交
通

費
３９
，８００
円

印
刷

費
９０１
，１００
円

広
告

費
４３０
，１８５
円

文
具

費
５
，９６４
円

食
糧

費
８１
，０２８
円

休
泊

費
４１
，７９０
円

雑
費

１２４
，７０６
円

今
回

計
１
，９０７
，７４１
円

総
計

１
，９０７
，７４１
円

支
出
人

件
費

１９２
，０００
円

家
屋

費
２００
，０００
円

選
挙
事
務
所
費

２００
，０００
円

集
合
会
場
費

０
円

通
信

費
４４
，５０９
円

交
通

費
０
円

印
刷

費
４９６
，７３７
円

広
告

費
２２
，０００
円

文
具

費
４
，３９３
円

食
糧

費
１
，９０５
円

休
泊

費
０
円

第
１

回
分

平
成

２０
年

５
月

９
日

報
告

書
受

理
年

月
日

候
補

者
氏

名
山

川
寿
美
江

所
属

党
派

日
本

共
産

党

出
納
責
任
者
氏
名

鈴
木

実

４
月
１６
日
か
ら

期
間

第
１
回
分

４
月
３０
日
ま
で

－８－
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誤�

正�

今
回

計
６１１
，４６３
円

総
計

６１１
，４６３
円

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
十
二
号
（
平

成
十
九
年
十
二
月
二
十
五
日
第
千
九
百
三
十
九

号
）
中
訂
正

ペ
ー
ジ

段

行

誤

三
十
五

一

十

「
高
等
部

正「
、
高
等
部

三
十
五

一

十
一

誤高
等
部
に
」

正高
等
部
」

三
十
五

一

十
九

誤「
高
等
部

正「
、
高
等
部

雑
費

２２
，３１９
円

今
回

計
９８３
，８６３
円

総
計

９８３
，８６３
円

第
１

回
分

平
成

２０
年

５
月

１３
日

報
告

書
受

理
年

月
日

発 行 日

毎

週

火
曜
日
・
金
曜
日

購読料金

一
年
四
万
三
千
四
百
円

（
郵
便
料
金
を
含
む
。）

発 行 者

埼

玉

県

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号

〇
四
八
―
八
二
四
―
二
一
一
一（
代
表
） 埼

玉
県
報
ホ

�ム
ペ

�ジ
ア
ド
レ
ス

http
://w

w
w
.pref.saitam

a.lg.jp/A
01

/B
A
00/kenpouhom

e/fr_top.htm

印 刷 所

関

東

図

書

株

式

会

社

さ
い
た
ま
市
南
区
別
所
三
―
一
―
一
〇

〇
四
八
―
八
六
二
―
二
九
〇
一（
代
表
）

再生紙を使用しています。 －９－

第����号平成��年�月��日（火曜日）
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